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議 事 日 程  別紙のとおり 

 ───────────────────── 

会 議 に 付 し た 議 件 

 ───────────────────── 

１ 第60号議案 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について 

２ 第61号議案 群馬県市町村総合事務組合の災害弔慰金の支給等に関する事務に係 

        る共同処理の取り止めに伴う財産処分に関する協議について 

３ 第62号議案 下仁田町持続的発展計画について 

４ 第63号議案 指定管理者の指定について 

５ 第64号議案 令和７年度下仁田町一般会計補正予算（第３号） 

６ 第65号議案 令和７年度下仁田町浄化槽事業会計補正予算（第１号） 

 

会 議 の 経 過 

────────────── 

    開  会    令和７年１２月１１日  午前１０時００分 

────────────────── 

○議長 岡田邦敏  皆さん、おはようございます。 

     これから本日の会議を開きます。 

──────────────────── 

○議長 岡田邦敏  日程第１、第６０号議案 群馬県市町村総合事務組合の規約変

更に関する協議についてを議題とし、提案理由の説明を総務課長に求めます。

総務課長 

（下山光一総務課長 登壇） 

○総務課長 下山光一  命によりまして、第６０号議案につきまして、ご説明いた

します。 

     第６０号議案 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議につい

て。 

     群馬県市町村総合事務組合規約の変更について、地方自治法第２８６条第

１項本文の規定により、別紙のとおり群馬県市町村総合事務組合組織団体間

において協議の上定めることについて、同法第２９０条の規定により、議会

の議決を求める。 

     令和７年１２月１０日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     提案理由でございますが、１、群馬県市町村総合事務組合の組織団体であ

る太田市外三町広域清掃組合の名称が、令和８年４月１日から太田市外三町
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清掃斎場組合に変更されるため。 

     ２、災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に基づく災害弔慰金の支給等

に関する事務の群馬県市町村総合事務組合における共同処理を令和８年３月

３１日をもって取りやめるためでございます。 

     以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 岡田邦敏  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第６０号議案を、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 岡田邦敏  挙手全員です。 

     よって、第６０号議案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────── 

○議長 岡田邦敏  次に、日程第２、第６１号議案 群馬県市町村総合事務組合の

災害弔慰金の支給等に関する事務に係る共同処理の取り止めに伴う財産処分

に関する協議についてを議題とし、提案理由の説明を総務課長に求めます。

総務課長 

（下山光一総務課長 登壇） 

○総務課長 下山光一  命によりまして、第６１号議案につきましてご説明いたし

ます。 

     第６１号議案 群馬県市町村総合事務組合の災害弔慰金の支給等に関する

事務に係る共同処理の取り止めに伴う財産処分に関する協議について。 

     地方自治法第２８９条の規定により、群馬県市町村総合事務組合の災害弔

慰金の支給等に関する事務に係る共同処理の取りやめに伴う財産処分を群馬

県市町村総合事務組合組織団体間において協議の上定めることについて、同

法第２９０条の規定により、議会の議決を求める。 

     令和７年１２月１０日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     提案理由でございますが、災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に基づ

く災害弔慰金の支給等に関する事務の共同処理の取りやめに伴う財産処分を

別紙のとおりとするためでございます。 
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     以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 岡田邦敏  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第６１号議案を、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 岡田邦敏  挙手全員です。 

     よって、第６１号議案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────── 

○議長 岡田邦敏  次に、日程第３、第６２号議案 下仁田町持続的発展計画につ

いてを議題とし、提案理由の説明を企画課長に求めます。企画課長 

（神戸領栄企画課長 登壇） 

○企画課長 神戸領栄  命によりまして、第６２号議案を説明いたします。 

     第６２号議案 下仁田町持続的発展計画について。 

     過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第８条第１項の規定に基

づき、下仁田町持続的発展計画を別冊のとおり定めたいので、議会の議決を

求める。 

     令和７年１２月１０日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     なお、別冊の下仁田町持続的発展計画につきましては、さきの全員協議会

でご説明させていただきましたので、省略をさせていただきます。 

     以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 岡田邦敏  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第６２号議案を、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 
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○議長 岡田邦敏  挙手全員です。 

     よって、第６２号議案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────── 

○議長 岡田邦敏  次に、日程第４、第６３号議案 指定管理者の指定についてを

議題とし、提案理由の説明を福祉課長に求めます。福祉課長 

（市川博生福祉課長 登壇） 

○福祉課長 市川博生  命によりまして、第６３号議案についてご説明いたします。 

     指定管理者の指定について。 

     地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、次のとおり指定管理者を

指定することについて、議会の議決を求める。 

     令和７年１２月１０日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     １、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称、下仁田町福祉作業所。 

     ２、指定管理者となる団体、住所、群馬県甘楽郡下仁田町大字青倉２１０８

番地、団体名、下仁田町福祉作業所育成会、代表者名、会長 神戸哲。 

     ３、指定の期間、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで。 

     以上となります。よろしくお願いいたします。 

○議長 岡田邦敏  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第６３号議案を、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 岡田邦敏  挙手全員です。 

     よって、第６３号議案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────── 

○議長 岡田邦敏  次に、日程第５、第６４号議案と日程第６、第６５号議案を一

括議題とし、第６４号議案 令和７年度下仁田町一般会計補正予算（第３号）

から順次説明を願います。総務課長 

（下山光一総務課長 登壇） 

○総務課長 下山光一  命によりまして、第６４号議案につきまして、ご説明申し

上げます。 
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     第６４号議案 令和７年度下仁田町一般会計補正予算（第３号）。 

     令和７年度下仁田町の一般会計補正予算（第３号）は次に定めるところに

よる。 

     歳入歳出予算の補正。 

     第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億５，１６４万円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６１億５，８７３万４，０００

円とする。 

     第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

     繰越明許費。 

     第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して

使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

     地方債の補正。 

     第３条、地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

     令和７年１２月１０日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     ２ページをお願いいたします。 

     第１表、歳入歳出予算補正ですが、款の区分と補正予算額を申し上げます。 

     初めに、歳入です。 

     １款町税１，０００円。 

     １５款国庫支出金１９０万３，０００円。 

     １６款県支出金８６万１，０００円。 

     １９款繰入金９，１９２万７，０００円。 

     ２１款諸収入１，４１４万８，０００円。 

     ２２款町債４，２８０万円。 

     歳入合計６０億７０９万４，０００円に１億５，１６４万円を追加し、

６１億５，８７３万４，０００円としたいとするものです。 

     ３ページをお願いいたします。 

     歳出です。 

     ２款総務費９，６８３万２，０００円。 

     ３款民生費１，２２１万円。 

     ４款衛生費１２１万４，０００円。 

     ７款商工費４８４万５，０００円。 

     ８款土木費９１万５，０００円。 

     ９款消防費３，８４２万７，０００円。 
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     １０款教育費１１２万７，０００円。 

     １２款公債費３９３万円の減。 

     歳出合計６０億７０９万４，０００円に１億５，１６４万円を追加し、

６１億５，８７３万４，０００円としたいとするものです。 

     ４ページをお願いいたします。 

     第２表、繰越明許費ですが、２款総務費、１項総務管理費は、企画調整費

で１億８，７１０万円、庁舎管理費で８，８００万円、９款消防費、１項消

防費は、防災行政無線維持補修で３，７６５万３，０００円、防災対策費で

９，９６１万４，０００円をそれぞれ繰越ししたいとするものです。 

     第３表、地方債補正ですが、起債の目的は脱炭素化推進事業債で、限度額

２，８００万円から１，３９０万円を減額し、限度額１，４１０万円に、緊

急防災減災事業債で、限度額３億５，９６０万円に５，６７０万円を追加し、

４億１，６３０万円にしたいとするものです。 

     なお、起債の方法、利率、償還の方法は、補正前に同じです。 

     ５ページをお願いいたします。 

     歳入歳出予算事項別明細書ですが、１、総括につきましては、省略をさせ

ていただきます。また、７ページの２、歳入、９ページの３、歳出につきま

しては、さきの全員協議会でご説明をいたしましたので、省略をさせていた

だきます。 

     以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 岡田邦敏  続いて、第６５号議案 令和７年度下仁田町浄化槽事業会計補

正予算（第１号）を議題とし、提案理由の説明を建設水道課長に求めます。

建設水道課長 

（鈴木昌吾建設水道課長 登壇） 

○建設水道課長 鈴木昌吾  命によりまして、第６５号議案をご説明申し上げます。 

     第６５号議案 令和７年度下仁田町浄化槽事業会計補正予算（第１号）。 

     総則、第１条、令和７年度下仁田町浄化槽事業会計の補正予算（第１号）

は、次に定めるところによる。 

     収益的収入及び支出、第２条、令和７年度下仁田町浄化槽事業会計予算第

４条本文括弧書きを削り、収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正す

る。 

     科目、既決予定額、補正予定額、計の順で読み上げます。なお、款の区分

のみ申し上げます。 

     収入、第１款資本的収入、４，６６６万７，０００円、１，９４２万円の
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増、６，６０８万７，０００円。 

     支出、第１款資本的支出、４，６９９万１，０００円、１，５３２万

５，０００円の増、６，２３１万６，０００円。 

     企業債、第３条、予算第５条表中、「限度額２，１００万円」を「限度額

２，８８０万円」に改める。 

     令和７年１２月１０日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     なお、次ページの実施計画書以降につきましては、さきの全員協議会でご

説明いたしましたので、省略させていただきます。 

     以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長 岡田邦敏  提案理由の説明が終わりましたので、第６４号議案及び第６５

号議案に対する質疑に入ります。 

     質疑に際しましては、ページ数を申し述べていただきますよう、あらかじ

めお願いをいたします。 

     それでは、質疑を願います。 

     質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  質疑がないようですので、質疑を終結して、第６４号議案及び

第６５号議案の２議案につきましては、予算決算特別委員会に付託したいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 岡田邦敏  ご異議ないものと認め、予算決算特別委員会に付託することに

決定いたしました。 

──────────────────── 

○議長 岡田邦敏  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

     本日はこれにて散会いたします。 

     大変ご苦労さまでした。お世話になりました。ありがとうございました。 

──────────────────── 

    散  会    令和７年１２月１１日  午前１０時２０分 

 


